
さいたま市自転車のまちづくり推進条例について  

目的・基本理念・責務  

■ 目的・定義・基本理念 【１条～３条】  

■ 市、自転車利用者、事業者、交通安全団体及び市民等の責務 【４条～８条】  

■ 市が実施する自転車のまちづくりに関する施策への協力 【９条】  

自転車の安全な利用  

＜自転車安全教育等の実施＞  

■ 市による市民等に対する自転車安全教育の実施 【１０条】  

■ 学校長による児童・生徒に対する自転車安全教育の実施 【１１条１項】  

■ 学校長による自転車通学を行う生徒に対する指導 【１１条２項】  

■ 保護者による子供に対する指導及び助言 【１１条３項】  

■ 自転車安全教育に携わる人材の確保及び資質の向上 【１２条】  

＜乗車用ヘルメットの着用＞  

■ 子供や高齢者が自転車を利用する際の乗車用ヘルメットの着用 【１３条１項、２項】  

■ 高齢者が自転車を利用する際の家族による助言 【１３条３項】  

■ 自転車小売業者や自転車貸出業者による情報の提供及び助言 【１３条４項】  

■ 学校長による児童・生徒に対する措置【１３条５項】 

＜自転車損害保険等への加入＞ 

■ 自転車利用者や保護者による保険等への加入 【１４条１項、２項】  

■ 事業者が事業活動で自転車を利用する場合の保険等への加入 【１４条３項】  

■ 自転車貸出業者による保険等への加入 【１４条４項】  

■ 市による保険等の情報提供 【１５条１項】  

■ 学校長による自転車通学を行う生徒に対する保険等への加入の確認 【１５条２項】  

■ 自転車小売業者による保険等への加入の確認 【１５条３項】  

<学校長と保護者の連携> 

■ 学校長と保護者による自転車の安全な利用に関する連携【１６条】 

この条例において「自転車のまちづくり」とは、①自転車の安全な利用に関する意識の

高揚、②自転車通行空間の整備、③自転車を利用したレクリエーション活動の充実に資

するための基盤の整備（サイクリング環境の改善等）、④自転車の駐車場所の確保など、

自転車を安全で快適に利用することができる環境を整備することにより、市民等が自主

的かつ積極的に自転車を利用することができる地域社会を形成することをいいます。
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＜自転車の押し歩きの推進＞  

■ 歩行者の安全確保と交通の危険防止のための自転車の押し歩き 【１７条１項】  

■ 市による自転車の押し歩きに関する啓発・指導 【１７条２項】  

＜自転車の点検整備・防犯対策＞  

■ 自転車の点検、整備等の交通安全対策の実施 【１８条１項】  

■ 防犯登録、盗難防止のための施錠等の防犯対策の実施 【１８条２項】  

<埼玉県の施策への協力> 

■ 埼玉県が実施する自転車の安全な利用に関する施策への協力 【１９条】  

自転車通行空間の整備  

■ 歩行者、自転車利用者及び自動車等運転者のそれぞれが安全に安心して通行できる自転車

通行空間の整備 【２０条】  

サイクリング等の基盤の整備  

■ サイクリング等を促進するための走行ルートの設定、案内表示、サポート施設の設置な

ど、サイクリング等に親しむことができる基盤の整備 【２１条】  

自転車の駐車対策の推進  

■ 市による自転車駐車場の設置及び事業者に対する支援 【２２条１項】  

■ 事業者による自転車駐車場の確保・利用の啓発 【２２条２項】  

■ 路上自転車駐車場の設置の検討 【２２条３項】  

その他の環境の整備  

■ 災害時における自転車の有効活用 【２３条】  

■ 自転車を活用した国際交流 【２４条】  

■ 自転車のまちづくりを推進するための組織の設置 【２５条】  

■ 自転車のまちづくりに関する施策を実施するための財政上の措置 【２６条】 
















